
○　目的と事業概要

千円11,164

　
　令和元年度に策定した「第４次総合計画　前期まちづくりプラン」の
計画期間が令和５年度までとなることから、次期基本計画となる「中期
まちづくりプラン」を策定し、総合的かつ計画的なまちづくりを推進す
る。

１　計画期間
　　令和６年度から令和９年度まで（４カ年）

２　事業内容
（１）現状把握、社会情勢の変化反映
（２）総合計画審議会による審議、市民ワークショップの開催
（３）施策評価、課題抽出
　　前期まちづくりプランにおける重点プロジェクトや分野別計画に記
　載された施策について、施策の実施状況を評価。なお施策評価にあた
　っては、中期まちづくりプランに位置づけるべき施策に関する意向を
　把握。
（４）重点プロジェクトの検討
　　市長マニフェストなどを参考に、重点プロジェクトに位置づける事
　業メニューを検討
（５）分野別計画の検討
　　分野別の施策体系について、各課のヒアリングを踏まえて内容を更
　新。更新にあたっては、重点プロジェクトとの整合性、他分野との施
　策内容の重複や類似する施策の統合等、計画全体としての整合性に配
　慮

予算額

事業内容

継続

64企画政策部　企画調整室

事業名

1310

中期まちづくりプラン策定事業

新規・拡充
継続の別

－

令和５年度　当初予算主な事業

担当所属名 直通電話番号



○　目的と事業概要

○　行政改革の推進体制（イメージ）

○　大綱、実行計画に関する計画期間

1310担当所属名 企画政策部　企画調整室 直通電話番号 64 －

事業内容

　近年、全国的に新型コロナ感染症対策や自治体ＤＸの推進など行政改革の
基本的な姿勢や考え方の転換を求められる外的要因、内的な技術革新が進ん
でおり、本市においても、コロナ対応、大型事業平準化と老朽化対策、ＤＸ
の推進など、取り巻く環境や社会情勢の著しい変化へ対応していく必要があ
る。過去の行政改革における取組の成果や課題を踏まえ、今後の行政改革を
推進するにあたって柱となる「基本方針」と、この方針に基づく「基本施
策」を取りまとめるため、「（仮称）京田辺市行政改革大綱（令和６年度～
令和１３年度）」を策定する。

予算額 376 千円 新規・拡充
継続の別 継続

令和５年度　当初予算主な事業

事業名 行政改革大綱策定事業

第3次行革大綱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政改革推進委員会（有識者、市民等で構成） 

 ・「行革大綱」における基本方針、基本施策検討 

 ・行政改革の取組評価、適宜検証 

行政改革推進本部会議（市長が本部長、部局長等で構成） 

 ・「行革実行計画」の策定、改訂 

 ・各部局の取組みに関する実績の確認、評価 

各部局 

市     

民 

進行管理 

市長 

諮問 答申 

意見 

（パブ

コメ） 

公表 

（ＨＰ等） 

参画 



○　目的

○　事業概要

担当所属名 企画政策部　都市みらい室 直通電話番号 64 － 1361

　中心市街地の一翼を担う魅力ある新市街地の整備に向けて、良好な景
観形成を図るため、土地区画整理組合の設立に必要となる事業計画の作
成にあたり無電柱化の方策の検討や関係機関との協議・調整を行う。

・無電柱化検討

事業内容

予算額 4,000 千円 新規・拡充
継続の別 継続

令和５年度　当初予算主な事業

事業名 田辺北地区新市街地整備事業


